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衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
「
幼
保
一
体
化
」
の
進
め
方
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
現
在
で
九
十
四
件
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
現
在
で
二
百
二
十
九
件
、
平

成
二
十
一
年
四
月
一
日
現
在
で
三
百
五
十
八
件
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
現
在
で
五
百
三
十
二
件
、
平
成
二
十
三
年
四
月

一
日
現
在
で
七
百
六
十
二
件
と
な
っ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
現
在
で
七
百
六
十
二
件
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
、
幼
保
連
携
型
が
四
百

六
件
、
幼
稚
園
型
が
二
百
二
十
五
件
、
保
育
所
型
が
百
件
、
地
方
裁
量
型
が
三
十
一
件
と
な
っ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
及
び
厚
生
労
働
省
と
し
て
把
握
し
て
い
る
直
近
の
認
定
こ
ど
も
園
数
は
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
時
点
の
も

の
、
保
育
所
数
は
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
時
点
の
も
の
、
幼
稚
園
数
は
平
成
二
十
二
年
五
月
一
日
時
点
の
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
に
お
け
る
数
を
基
に
、
幼
稚
園
の
認

可
を
受
け
た
認
定
こ
ど
も
園
の
全
幼
稚
園
に
占
め
る
割
合
及
び
保
育
所
の
認
可
を
受
け
た
認
定
こ
ど
も
園
の
全
保
育
所
に
占

一



め
る
割
合
を
計
算
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
約
四
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
約
二
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
三
月
に
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
幼
保
連
携
推
進
室
が
実
施
し
た
「
認
定
こ
ど
も

園
に
係
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
に
お
い
て
、
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
を
受
け
た
理
由
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
子
育
て
支
援
活

動
の
充
実
」
、
「
就
労
の
有
無
に
か
か
わ
ら
な
い
受
け
入
れ
」
、
「
教
育
活
動
の
充
実
」
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
国
と
自
治
体
が
一
体
的
に
取
り
組
む
待
機
児
童
解
消
『
先
取
り
』
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
お
い
て
は
、
待
機
児

童
解
消
の
た
め
の
施
策
の
一
つ
と
し
て
、
待
機
児
童
数
が
多
い
な
ど
一
定
の
要
件
を
満
た
す
地
域
に
お
い
て
幼
保
連
携
型
認

定
こ
ど
も
園
の
定
員
を
引
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
る
認
定
こ
ど
も
園
の
普
及
促
進
策
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
当
該
地
域
に
お
け

る
待
機
児
童
解
消
に
資
す
る
こ
と
が
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
期
待
さ
れ
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
今
後
の
認
定
こ
ど
も
園
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
認
定
こ

ど
も
園
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
）
に
お
い
て
、
認
定
こ
ど
も
園
の
普
及
が
進
ま
な
い
背
景
に
は
、
「
認
定

二



こ
ど
も
園
へ
移
行
す
る
た
め
に
財
政
支
援
等
が
不
十
分
、
省
庁
間
や
自
治
体
間
の
連
携
が
不
十
分
、
会
計
処
理
や
認
定
申
請

手
続
き
等
の
事
務
手
続
き
が
煩
雑
、
制
度
の
普
及
啓
発
が
不
十
分
な
ど
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
政

府
と
し
て
は
、
同
報
告
書
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
課
題
へ
の
対
応
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
提
言
も
踏
ま
え
、
「
安
心
こ
ど
も

基
金
」
に
よ
る
認
定
こ
ど
も
園
へ
の
財
政
支
援
や
、
会
計
処
理
の
簡
素
化
な
ど
の
取
組
を
行
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
「
子
ど
も
・
子
育
て
ビ
ジ
ョ
ン
」
（
平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
お
尋
ね

の
病
児
保
育
や
延
長
保
育
な
ど
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
六
年
度
を
目
標
年
度
と
し
て
数
値
目
標
を
設
定
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
拡

充
を
図
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
検
討
会
議
に
お
い
て
、
幼
保
一
体
化
に
つ
い
て
御
指
摘
の
よ
う
な
方
針
を
決
定
し
た
こ
と

は
な
く
、
現
在
、
同
会
議
の
下
で
開
催
さ
れ
て
い
る
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
に
お
い
て
、
関
係
者
間
の
意
見
調
整
を
行
い
つ
つ
、

幼
保
一
体
化
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

三



政
府
と
し
て
は
、
「
社
会
保
障
改
革
の
推
進
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
子

ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
法
案
（
仮
称
）
の
早
期
提
出
に
向
け
検
討
を
急
ぐ
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
現
在
、

「
こ
ど
も
園
法
案
（
仮
称
）
」
を
始
め
と
す
る
所
要
の
法
案
を
早
期
に
国
会
に
提
出
す
る
た
め
、
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

四


